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２０２２年２月１日、新大阪日之出会議室において「申」第１５号について会社は団

体交渉の開催を拒否し、会社側幹事から口頭による回答がありました。 

 

「新幹線乗務員に対する５４歳原則出向」が取り消しとなった          

組合員の個人情報の返却と、提出書類の費用の支払いを求める申し入れ 

 

 

会社は、１０月１日からの出向を予定していた４名の組合員に対して突如、出向取り消

しの通告を行った。突然の取り消しとなった正式な会社としての謝罪は未だに行われてい

ない。 

先月９月、４名の内の３名の組合員は出向先会社であった警備会社「㈱スリーエス」へ

赴き、出向先会社の担当者との面談、適性検査や健康診断を終了していた。 

さらに、出向先会社が面談時に、後日、「住民票」「身分証明書」「証明写真」を提出

するよう求めたため、一旦立て替えて準備を整えた組合員もいる。 

出向の取り消しを通告された組合員は、職場の管理者に対して、出向先会社で提供した

自身の個人情報である上記の面談内容、検査内容を返却するよう申し入れたが未だに返答

がない。そして、出向先会社が求めた「住民票」「身分証明書」「証明写真」の費用につ

いては、面談に同席した関西支社長野課長が「会社が負担します。」と説明している。 

会社は、㈱スリーエスへの出向を取り消したのであるから、３名の組合員の個人情報の

返却と、証明書類の取得にかかった費用を早急に支払うべきである。 

  よって、下記の通り申し入れるので早急に団体交渉を開催の場を設定すること。 

 

記 

 

 

 

１．出向先会社での面談時に３名の組合員が提供した個人情報の項目を明らかにするこ

と。 

【会社回答】 

  貴側の組合員が出向先会社に提供した個人情報については、把握していない。 

 

２．３名の組合員の個人情報を出向先会社「㈱スリーエス」から会社が責任をもって全て

回収し、厳重に取り扱い本人に返却すること。 

【会社回答】 

  個人情報を含む提出書類等については、返却の手続きを行った。 

 



３．組合員は、出向先会社から「住民票」「身分証明書」「証明写真」を提出するよう求

められたため、必要書類を取得している。この費用については会社が負担するべきで

あると考える。早急に領収書を回収し、立て替えている組合員に費用を支払うこと。 

【会社回答】 

提出書類で取得費用がかかったものについては、領収書等の提出を踏まえ、適切に対

応する。 

 

４．３項の費用については、面談時に同席した関西支社長野課長が「会社が負担します」

と説明している。その事実に基づき早急に精算すること。 

【会社回答】 

  ３項目目の回答と同じ。 

提出書類で取得費用がかかったものについては、領収書等の提出を踏まえ、適切に対

応する。 

 

 

以上 

【若干のやり取り】 

（組合）１項目目の回答で、会社は個人情報については把握していないと回答している

が、２項目目の回答で、「個人情報を含む提出書類等については、返却手続き

を行った」としている。ということは、返却時に個人情報を見ることができる

ということか。 

（会社）中身は見ていない。確認のしようもない。把握していない。 

（組合）見れる可能性はないか。 

（会社）可能性はある。 

（組合）封を開けて、見てから閉じることはできるか。 

（会社）悪用しようと思えばできるが、会社としてはしていない。回答の通り。 

 

『組合員が出向会社に提出した個人情報は、返却手続きの際に会社が見よう

と思えば見れる可能性はあるが、見ていない。悪用しようと思えば悪用でき

るが、していない。』 

これって本当に信じれるの？証拠もないし！！ 

 


